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フィンランドにおける新たなイノベーション政策とその組織体制： 

分厚い「媒介的組織」とその意味 

A novel approach to innovation policy and organizational architecture for its 

implementation in Finland: The significance of intermediary organizations 

 

徳丸	 宜穂（名古屋工業大学） 

 

1. はじめに 

	 後発国が技術・製品開発拠点として高度化してきていることが明白になりつ

つある．世界全体の研究開発投資に占める各地域の比率の推移(それぞれ 1996

年/ 2007年)を見ると，北米(40%/ 36%)，欧州(31%/ 28%)に対し，アジア太平洋

(24%/ 30%)となっており，研究開発活動の重心がアジア地域に移動しつつあるこ

とが確認される（National Science Board, 2010）．その上，例えば徳丸(2014)は，

インド IT 産業はもはや安価なエンジニアの大量投入に依拠する段階にはなく，

平均的な水準のエンジニアをうまく企業内に組織することによって，革新的な

製品・サービスを生み出す段階に入りつつあることを示した．以上のことは，

先進国は，技術知識・技術人材の供給力や，技術人材の組織能力によって後発

国と差別化することが徐々に難しくなっていくことを示唆している(cf. Brown, 

Lauder and Ashton, 2011)．加えて，技術人材育成政策や知的財産権政策，あるい

は起業促進政策など，技術人材や技術知識の供給に焦点を当てた供給サイドの

政策は，すでに後発国でも広く実施されるようになってきている．したがって

総じて，先進国にとっては，イノベーション政策への新しいアプローチが早晩

求められるに違いない． 

	 また図 1が示すように，先進国ではサービス化が進行している1．その結果，

イノベーションがサービス生産・消費によって誘発される度合がますます高ま

ると考えられる．サービス支出の多くの部分を占める医療，教育，保健などの

分野は政策的に供給される比率が大きいので，これらの公共政策がイノベーシ

ョン政策としても機能する可能性が高まると推察される．これもまた，先進国

にイノベーション政策の刷新を迫る一因となろう．  

 
                                                
1 フィンランドとスウェーデンで，家計消費支出に占めるサービス支出の割合が
米国，日本に比べて低いのは，比較的多くのサービスが政策的に提供されてい

るためだと考えられる． 
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図 1	 家計の消費支出に占めるサービス支出の割合(%) 

 
（出所）OECD National Accountsより著者作成 

 

	 本稿が，新しいイノベーション政策へのアプローチとして「需要・ユーザ主

導型イノベーション政策」(demand- and user-driven innovation policy)の代表例と

しての「イノベーションの公共調達」(public procurement of innovation: 以下「PPI

政策」ないし「PPI」)に注目するのは，この背景があってのことである2．フィ

ンランドは PPI 政策を先導する一国とみなされているが，この政策は，未来予

測や集団的ビジョン形成にかんする能力の高さとトップダウン的なアプローチ

とがフィンランドのイノベーション政策の顕著な特徴だとする先行研究の認識

とは異なり(Hämäläinen and Heiskala, 2007)，ボトムアップ的な試行錯誤と実験プ

ロセスを含む政策アプローチである．著者はフィンランドでの PPI 政策の施行

プロセスを分析し，PPI政策の内実は，不確実性を含む進化プロセスをガバナン

スすることにあると論じた（徳丸, 2016）．この点で，フィンランドでは試行錯

誤を含む実験主義的な政策が新たにとられるべきだとする Sabel and 

Saxenian(2008)の提言は，部分的には実現していると言える．また，現内閣の戦

略プログラム Finland, a land of solutions: Strategic programme of Prime Minister 

Sipilä's Government (29 May 2015)が「実験の重視」を大きな項目として掲げてい

                                                
2 この政策アプローチの来歴と概要については，徳丸(2013)および同(2016)で触
れたので繰り返さない． 
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ることとも軌を一にしており，今後ますます重要な政策アプローチになると考

えられる． 

	 著者はこれまで， PPI プロジェクトには買い手である公的機関と売り手であ

る民間企業以外にも，様々な組織が深く関与していることを明らかにし，それ

らの組織が枢要な役割をしていることを事例研究に基づいて明らかにした（徳

丸, 2013; 同, 2016）．こうした組織のことを，後出の先行研究に倣って「媒介的

組織」と呼ぶことにしよう(Edler and Yeow, 2016)．これまでの研究では，プロジ

ェクトを観察単位とし，そこでの政策の施行プロセスや各機関の役割に関する

理解は進んだ．しかしそもそも，PPI政策がどのような組織的・制度的文脈で行

われているのか，とりわけ，フィンランドにおける媒介的組織の全体像と特徴

は明らかにされておらず，「木を見て森を見ず」の状況であることは否めない．

PPI政策に対してフィンランド，ひいては北欧の社会経済制度がどのような意味

を持っているのかという，より大きな問題を解く上でも，媒介的組織の方に焦

点を当て直して，媒介的組織が全体としてどのような「エコシステム」を形作

っているのかを明らかにすることは必須であると考える．また，組織の特徴を

よりミクロ的に掘り下げて把握するためには，媒介的組織の担い手人材の特徴

を明らかにする必要があるだろう． 

	 そこで本稿は，フィンランドにおける PPI 政策の媒介的組織の全体像を展望

するための手がかりを得ること，および，これら媒介的組織の構成員のキャリ

ア上の特徴を明らかにすることを目的とする．本稿の構成は以下の通りである．

まず第 2 節では，フィンランドにおける PPI 政策の位置づけと，近年の不況お

よび緊縮財政の影響を明らかにすることで，次節以降の分析の前提とする．第 3

節では，重要だと考えられる複数の媒介的組織の事例を検討することによって，

フィンランドにおける媒介的組織の全体像と特徴に接近する手がかりを得る．

第 4 節では，第 3 節で扱った組織の構成員の職務履歴情報を分析することによ

って，PPI政策のキーとなるとされる人材が分厚く形成されていることを明らか

にする．  

 

2. フィンランドにおける「イノベーションの公共調達」(PPI)政策の位置づけ 

	 この節では，フィンランドにおいて PPI 政策の置かれているコンテキストを

明らかにし，次節以降の分析の前提としたい． 

	 まず，経済全体における公共調達のウェイトと，財政の現状についてみてお
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こう．図 2は，社会保障を除く公共調達が各国の GDPに占める割合を示してい

る．本稿が対象とするフィンランドは 18.5%であり，16.5%であるスウェーデン，

16.2%である日本を上回る割合であることが分かるが，いずれにせよこれらの国

では，OECD 平均と比べると PPI 政策がより大きなインパクトを持つ可能性が

あることを示唆している．  

 

図 2	 公共調達の対 GDP比（2013年）(%) 

 
（出所）OECD Government at a Glance 2015より著者作成 

 

	 次に図 3 は，社会保障基金を含む政府別の公共調達割合を示す．社会保障基

金による公共調達を含む国と含まない国があるので単純には比較できないが，

社会保障基金による公共調達(9.4%)を含んでさえ，フィンランドは地方政府によ

る公共調達割合が最も高い国の 1 つである(63.2%)．これに対して日本では，社

会保障基金による公共調達が 53.2%を占め，地方政府による公共調達は 32.0%に

過ぎない．こうしたことからフィンランドでは，地方政府が PPI 政策の担い手

として重要であるといえる． 

	 フィンランドは 2015年に発足した現 Sipilä内閣の下で，緊縮財政政策がとら

れている．内閣の戦略プログラムの文書である Finland, a land of solutions: 

Strategic programme of Prime Minister Sipilä's Government (29 May 2015) によると，

2015年度から 2019年度の 4年間で，中央政府支出を 12億ユーロ減額する計画
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である．2020年度までの財政支出削減計画の主な内訳を示したのが表 1である．

「社会的給付」「社会・保健サービス」といった社会保障関連の支出が最も影響

を受けるほか，「教育・科学・文化」という研究開発関連の支出も大きな影響を

受けることがわかる3． 

 

図 3	 地方・中央政府と社会保障基金による公共調達の比率（2013年）(%) 

 

（出所）OECD Government at a Glance 2015より著者作成 

 

表 1	 2020年度までの財政支出削減計画の主な内訳（単位：億ユーロ） 

中央政府	 地方政府	 

(1) 社会的給付(3.78) (1) 社会・保健サービス(3.74) 

(2) 企業・産業 (3.24) (2) 教育・科学・文化(2.54) 

(3) 教育・科学・文化 (3.20) (3) サービスチャージ(2.24) 

(4) 海外サービス・開発協力(3.00) (4) 社会的給付(1.65) 

（注）2016年度から 5年間での支出削減計画額を表す 

（出所）Finland, a land of solutions: Strategic programme of Prime Minister Sipilä's 

Government (29 May 2015) (Government Pulbications 12/2015)より著者作成 

                                                
3 厳しい財政事情が社会保障，医療にもたらす影響については横山(2012)を，地
方財政調整の変容については横山(2015)を参照のこと． 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

社会保障	 

中央政府	 

地方政府	 



北ヨーロッパ学会 2016/10/29 （京都府立大学） 

 6 

	 事実，研究開発支出の過去 3 年間の推移を見ると，民間企業，公的機関，大

学のすべてにおいて支出額が減少している（表 2）．緊縮財政と不況が，すでに

フィンランドの研究開発に負の影響を及ぼしているといえるかもしれない． 

 

表 2	 研究開発支出（単位：百万ユーロ） 

 2012 2013 2014 

民間企業 4,695 4,602 4,346 

公的機関 662 644 622 

大学 1,475 1,438 1,412 

合計 6,832 6,684 6,380 

対 GDP比(%) 3.4 3.3 3.1 

（出所）Finland in Figures 2015 (Statistics Finland)より著者作成 

 

	 2016 年度にあらわれた緊縮財政の影響を早速示しているのは，政府のイノベ

ーション関連補助金交付と融資を実施するフィンランド技術庁(Tekes)の支出内

訳である（図 4）．現内閣の緊縮財政の影響を本格的に受けた 2016年度予算は 4

億 1,800万ユーロであり，前年度の 5億 7,800万ユーロから約 28%削減された．

予算内訳をみると，融資の割合が 35.1%であり，2008 年度の 16.6%から倍増し

ている．雇用経済省はこの傾向を「リスクをとらないのは Tekesに委託された役

割と矛盾している」と批判的に見ているものの（Ministry of Employment and the 

Economy: 2015年 11月 12日），Tekesにとっては将来の予算削減に備えたリスク

回避策として理解できる． 

	 以上のような緊縮財政下にあって，PPI政策は「あまり金がかからず，少額の

資金で大きな社会的インパクトが得られる」ため，あまり影響を受けてはいな

いとされる（Tekes: 2015年 11月 9日）．むしろ，緊縮財政下で財政支出を節約

しなくてはならず，財務省はそのための手段としても PPI 政策を位置づけてい

る（Ministry of Finance: 2015年 11月 12日）．実際，内閣による前出の Finland, a 

land of solutionsは，公共調達総額の 5%を「革新的な調達」(innovative procurement)

で実施するという目標を提示している．緊縮財政が PPI 政策にもたらす影響に

ついては，実態調査に基づく慎重な評価が必要だが，政策文書と政策当局への

聞き取り調査から知りうる限りでは，緊縮財政は PPI 政策に対して必ずしも負

の影響を及ぼすとはいえないことに留意する必要がある． 



北ヨーロッパ学会 2016/10/29 （京都府立大学） 

 7 

図 4	 Tekesの支出内訳（単位：百万ユーロ） 

 
（注）2016年度は予算における支出計画である． 

（出所）内部資料 Tekesin organisaatio, verkosto ja budjettiより著者作成 

 

	 次に，PPI政策実施体制の大枠を確認しておこう．政府の中で PPI政策を所管

するのは雇用経済省である．革新的な公共調達を実施する公的機関に補助金を

交付する Tekesは雇用経済省の傘下にあり，PPI政策に限らず雇用経済省のイノ

ベーション政策を実際に実施する公的機関である．従来は，拠出する予算内容

と金額を通じて，雇用経済省は Tekesが実施するイノベーション政策を「コント

ロール」することが可能だった．しかし，緊縮財政のために，予算投入を通じ

たイノベーション政策のコントロールは難しくなっているうえ，PPI政策のよう

な新しい政策では，予算を通じて Tekesを直接にコントロールすることがそもそ

も難しいと考えられている．したがって雇用経済省では，イノベーション政策

の実施において，これまでとは異なる新たな「ガバナンス方法」が必要だと考

えられるようになっている（Ministry of Employment and the Economy: 2015年 11

月 12日）． 

	 中央政府諸機関による公共調達に関しては，革新的な公共調達のガイドライ

ンを提供したり，ベストプラクティスの広報を実施したりするのは財務省であ
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用経済省から来るが，それを現実に中央政府諸機関に実施させる役割の一翼を，

財務省が担っているという構図である．しかし，情報提供や教育訓練など「ソ

フト」な手段しか持っていない上，各公的機関の独立性も強く，公共調達の専

門家もいない機関が大半であるのが現状であり，実際には各機関の調達に対し

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

トッププロジェクト	

EU構造基金	

融資	

補助金	

公的研究への助
成	



北ヨーロッパ学会 2016/10/29 （京都府立大学） 

 8 

て財務省が単体で影響を及ぼすことは難しい．その上，公共調達の過半を占め

る地方自治体に対して影響を及ぼすことはできない（Ministry of Finance: 2015年

11月 12日）．以上要するに，雇用経済省が PPI政策を管轄し， Tekesと財務省

がその「実行部隊」であるというのが，中央政府レベルの構図だが，雇用経済

省や財務省が PPI 政策の実施までコントロールしうる状況にはないというのが

現実である．主に予算配分によってイノベーションを創出しようとする従来型

のイノベーション政策とは異なり，PPI政策は予算配分によってその実施をコン

トロールできないという原理的な困難がその背景にあると考えられる4．こうし

た背景があるために，第 3 節で分析するように，買い手である公的機関，売り

手である民間企業，および政策主体を媒介する諸組織（「媒介的組織」）が重要

な役割を果たすのである．  

 

3. 媒介的組織の多様性と重層性 

 PPI 政策では，買い手である公的機関と売り手である民間企業との間のインタ

ラクションが不十分であることが,イノベーションの創出にとっての大きな障壁

であることが実証的に明らかにされている(Uyarra et al., 2014)．その問題を解決

するために「媒介」(intermediation)が重要な役割を果たすことは，Edler and Yeow 

(2016)など先行研究が論じている．徳丸(2016)もフィンランドでの省エネルギー

住宅公共調達の事例研究に基づいて，買い手と売り手以外の複数の公的機関・

準公的機関が連携して，PPI政策の実施過程で重要な役割を果たすことを明らか

にした．具体的には，(1)イノベーションの方向付け，(2)主体間のネットワーキ

ング，(3)利害関係者間の協議のコーディネートの 3 点がそれら機関の重要な役

割であった． 

	 Edler and Yeow(2016)が検討している英国の PPI政策の事例と比較した時に，

徳丸(2016)が分析したフィンランドの事例の顕著な特徴は，次の 2点にあると考

えられる．第 1 に，英国の事例では，ある PPI プロジェクトで媒介の役割を果

たす組織が単一の公的機関であったのに対して，フィンランドでは複数の公的

機関・準公的機関が連携して関与しているという違いが見られる．一つの PPI

                                                
4 徳丸(2013)および同(2016)では，PPI政策は現実には，不確実性を含むイノベー
ションの進化的なプロセスをガバナンスする政策であり，政策主体を含む公

的・準公的機関の積極的な関与を必要としていることを論じた．PPI政策では予
算配分によるコントロールができないということは，進化的なプロセスをガバ

ナンスする政策であることの裏面だということができる． 
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プロジェクトに対して複数の公的機関・準公的機関が連携して参画するのがフ

ィンランドで一般的だとすると，フィンランドでは媒介的組織(intermediary 

organization)が多様かつ分厚く存在しているのかも知れない．第 2に，英国の事

例と比べてフィンランドの事例では，上記のように，単に売り手と買い手をつ

なぐという意味での「媒介」以上の深い役割を果たしていると考えられる．当

該事例では，関与した公的機関・準公的機関が，リスク回避的でコスト指向が

強い買い手を革新的調達に踏み切らせたり，野心的な計画を立案させその遂行

を支援したり，また売り手との交渉を支援したりしているので，むしろより深

い「触媒」作用(catalyzation)をもたらしていると考えた方が適切であるといえる． 

	 以上を踏まえて本節では，法的形態の異なる複数組織の事例研究によって，

第 1 に，フィンランドにおける PPI 政策の媒介的組織が，各組織の法的形態や

目的，特化領域の相違を超えて重層的に分厚く存在している可能性を示す．第 2

に，ここで挙げた諸組織も単なる媒介以上の触媒作用を果たしていることを明

らかにする．各組織に関する以下の叙述は，著者による聞き取り調査と収集資

料に基づいている． 

 

3.1 公的機関 

	 目的が異なる複数の公的機関が，ある特定の PPI 政策実施事例で，媒介的組

織として異なる役割を果たしている事実は，徳丸(2016)で分析を行った．実際フ

ィンランドでは，多様な公的機関が媒介的組織として機能し，それらが分厚く

存在していると思われる．その全体像を把握することは現段階では困難だが，

法的形態や目的，特化領域が異なる多様な公的機関が実際に媒介的組織として

機能していることを例証するために，その内実を以下でみていこう．(1)と(2)が

技術上の専門特化をしていない機関であり，(3)と(4)は環境分野に特化した機関

である． 

 

(1) Tekes（フィンランド技術庁）5 

	 選抜された案件に対して補助金を供与することが Tekes の主要な任務である

                                                
5 以下の内容は，主に次の聞き取り調査に依拠している．(1) 2011年 3月 1日 (Ms. 
Pirjo Kyläkoski)，(2) 2011年 3月 11日 (Mr. Reijo Kangas)，(3) 2013年 3月 5日 (Mr. 
Sampsa Nissinenほか)，(4) 2013年 5月 27日 (Ms. Virpi Mikkonenほか)，(5) 2014
年 11月 26日 (Mr. Sampsa Nissinen)，(6) 2015年 11月 9日 (Mr. Markku Heimburger
ほか)． 
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が，政府のイノベーション戦略の柱の一つである PPI政策は Tekesが注力すべき

分野となっている．その一つの具体的な取り組みとして，PPIを実施する公的機

関に対して，革新的な調達計画を立案するフェーズに対して補助金を交付して

いる．具体的には 2008年から 2013年の間におよそ 70件に対して補助金を供与

している．また 2013年から 2016年まで，Smart procurement programmeの下で補

助金供与が行われている．予算総額は 3,000 万ユーロであり，2015 年 9 月時点

ですでに 48 の案件に対して補助金が提供されている（Tekes ウェブサイトによ

る）．なお，Tekes の補助案件一般がそうであるように，プロジェクトのコスト

の半額のみが補助金でカバーされる． 

	 ヘルシンキ近郊の幼稚園の建物などで複数件あった zero energy building プロ

ジェクトの例を見てみよう．このプロジェクトの目的は，エネルギーを完全自

給する建物を，すでに存在する技術を元に設計・建築することであるが，Tekes

の最終目的は，ここで確立された建物のコンセプト・システムを普及させるこ

とにより「ゼロ・エネルギー建築」の市場を確立することであった．プロジェ

クトへの参加者はオーナーと Tekes, 専門家（コンサルタント），研究者（大学，

国立技術開発センター(VTT)）であった．建物の具体的な仕様を決めるのはオー

ナーであるが，仕様確定プロセスに Tekesが密接に関与し，どのような技術がど

こから入手可能・使用可能なのか，また，そもそも何が実行可能で何が実行不

可能なのかを示しながら議論をリードした．こうした密接な関与が可能なのは，

Tekesがイノベーションプロセスを熟知しているためだと認識されており，それ

は，職員の約半数が民間経験者であるためだと考えられている． 

	 公的機関，特に地方自治体の予算は減少しているし，そもそもその予算も調

達のための予算であって，革新的な計画立案のための予算は存在しないといっ

てよい．計画立案フェーズに特化した Tekesの予算は，この状況を補完する意義

がある．また，地方自治体には革新的な調達をそもそも実施した経験がないの

が普通である．Tekes は応募前の段階で申請自治体とディスカッションを行い，

申請書が十分に「野心的」なものとなるようにアドバイスをする．また，必要

な限りにおいて，技術的に必要な能力を持った企業・個人を紹介しネットワー

キングを行う（徳丸, 2016）．このように Tekesは，単なる補助金交付機関ではな

く，まさに媒介的組織の役割を果たしていると言うことができる． 
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(2) Hansel6 

	 Hanselは，中央政府関連の機関や大学，研究機関の公共調達にかかわる，100%

政府所有の企業で，財務省の傘下にある．1990年代末に法人化されたが，75年

ほどの歴史を有する．競争入札によって選定された供給業者との間に「枠組合

意」(framework agreement)を締結することと，中央政府関連の調達主に代わって

入札を行うことが主な業務であり，売上高は前者が約 800 万ユーロ，後者が約

100万ユーロである． 

	 Hansel の伝統的・代表的な業務である前者の場合，個々の調達主に代わって

Hansel が財・サービスの供給業者を競争入札で選定し，その業者と一般的供給

条件について大まかな合意（枠組合意）を取り交わす．個々の調達主は Hansel

の枠組合意に基づいて，詳細な条件について当該業者と市場対話（交渉）を行

い，契約を締結する．Hansel は，枠組合意を用いる調達主の市場対話に対して

「正しい質問ができるように」アドバイスを実施している．枠組合意を用いる

ことは，当該の財・サービスを Hansel が集中購買することを意味するから，中

央政府のコスト節約になる7．その上，Hanselが競争入札を集中的に代行してい

るため，各々の調達主は競争入札プロセスを省略できるという利点もある．電

気，労働衛生サービス，ICT，設備，コンピュータ，運輸などの分野を中心に，

枠組合意は 80 ほど存在する．枠組合意による中央政府調達額は急増しており，

2004年には 1億 5,400万ユーロだったが，2015年には 6億 9,700万ユーロにな

った．中央政府関連機関は Hansel の枠組合意を無料で利用でき，供給業者が

Hanselに使用料を支払う． 

	 後者は 5年ほど前にできた新しい業務で，ICTのような非標準的な財・サービ

スの公共調達を代行するサービスである．枠組合意の形成という，上記の伝統

的なサービスに比べると，調達主の公共調達プロセスにより関与するようにな

っている．Hansel の新しい戦略では，この趨勢をより推し進めて，調達主がよ

り革新的な公共調達を実施できるように助力するという目標が含まれている．

事実，第 2節で触れたように，PPI政策の担い手として位置づけられている財務

省は，傘下の Hansel が中央政府関連機関に影響力を行使して，彼らが革新的な

公共調達を増やしてくれることを期待している．それを受けて Hansel には，ま
                                                
6 この項は，2016年 6月 6日の聞き取り調査（Mr. Jussi Pyykkönen），および入
手した資料に依拠している． 
7 事実，Hanselのウェブページによると，2013年には枠組合意を利用したこと
によるコスト節約は 2億 4,000万ユーロに上ると推算されている． 
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だ 3 名に過ぎないが PPI 政策専門のスタッフが新たに採用され，すでに革新的

な公共調達に対するコンサルティングサービスが開始されている．スタッフ数

はまだ少ないものの，上述のようにもともと Hansel は，枠組合意を用いる調達

主に対する市場・技術に関するコンサルティングを実施していたので，実はそ

れほど新しいことではない．しかもただ単に市場情報や技術的知識に優れてい

るだけではなく，公共調達の制度的仕組みと実態に関する知識が豊富であると

いう点で，市中のコンサルティング会社とは差別化が図られているという．  

 

(3) Syke（フィンランド環境研究所）8 

	 環境省傘下の研究機関で，1995 年に設立された．総予算に占める政府予算の

比率が減少しており，外部資金比率が増加している．2014 年時点では，政府予

算 3,140万ユーロ(52%)に対し，外部資金 2,920万ユーロ(48%)となっている．外

部資金の出所は，2014 年時点で金額が多い順に，EU，Tekes，およびフィンラ

ンドアカデミー9である．フィンランドアカデミーからの資金は 2012年から減少

しており，2013年に Tekesからの資金額と逆転した．このことは，Sykeでの研

究の軸が，基礎研究から応用・開発にシフトしていることを意味している． 

	 Syke の試みで注目されるのは，地方自治体を組織して行われている HINKU

フォーラムというプロジェクトである．2007 年に Tekes のファンディングを得

て始まった事業で，EUの要求以上に速く徹底的に CO2排出を削減することを目

標とする地方自治体を Sykeが組織し，環境指向で社会経済的インパクトがある

ソリューションを生み出すことを目標としている．トップダウン的に特定のソ

リューションを押しつけるのではなく，ボトムアップ的に探索・実験を行うこ

とによって，新しいソリューションを創出し普及させることを狙っている．メ

ンバーは 33の地方自治体と環境指向技術(cleantech)企業 35社である．参加する

地方自治体には補助金などの資金は交付されないが，Syke の技術的サポートを

受けることができる．Syke は地方議員，地方公務員，地域団体，地域企業など

が会するミーティングを組織するが，そこで Sykeは地域からの発案が実現する

ようにネットワーキングを行ったり，技術的なアドバイスを行ったりする． 

	 情報交換とネットワーキング，新しいアイデアの共有が，実際に HINKUの中
                                                
8 以下は，2016年 6月 6日の聞き取り調査 (Mr. Ari Nissinen and Ms. Katriina 
Alhola)と，同研究所で入手した資料に基づく．また，HINKUプロジェクトを局
所的実験の事例として分析した Heiskanen et al.(2015)も参考にしている． 
9 フィンランドアカデミーは，学術研究を管轄する政府機関である． 
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で行われていることである．例えば，HINKUに参加している企業と自治体の議

論の中から，新規性のある廃棄物処理システムや地域ヒーティングシステムが

開発された事例がある．また，2016年3月2日のプレスリリースによると，HINKU

プロジェクトの一環として太陽光発電システムの共同調達が呼びかけられてい

るが，複数の自治体で環境指向の財・サービスを共同調達することはこれまで

にも実施されていて，そのお陰で自治体の調達費が大幅に削減されたという実

績がある． 

 

(4) Motiva10 

 Motivaは 100%政府所有の企業で，1993年に設立され，2000年に法人化された．

現在，雇用経済省傘下の政府機関であるエネルギー局(Energiavirasto)11の管轄下

にあり，ほとんどの予算はこのエネルギー局から来る．フィンランドの資源効

率を向上させることを目的とした組織で，中央政府，地方自治体のみならず，

民間企業やその他の組織をもクライアントとしている．具体的には，エネルギ

ー効率指令，建築物エネルギー消費指令，再生エネルギー指令など，EUから下

される指令(directive)を実現することが，エネルギー局から求められる主要な任

務である．EU指令は省エネルギー指向の公共調達も求めているため，公共調達

をより環境指向的なものとすることもMotivaの任務になった． 

	 2013年の政府決議によって，中央政府の公共調達のうちの 1%を環境指向技術

(cleantech)にしなくてはならないこととなった．また地方自治体も，すべての公

共調達においてエネルギー消費と環境に対する影響を考慮するように促されて

いる．それを受けて Motivaは「調達サービス」(Hankintapalvelu)12を開設し，環

境指向の公共調達を実現するためのコンサルティングとアドバイスを実施して

いる．焦点が当てられている領域は特に再生エネルギー分野と輸送分野であっ

                                                
10 以下の記述は，2016年 6月 3日の聞き取り調査（Ms. Elina Ojala），および入
手した資料に依拠している． 
11 エネルギー局は 1995年に電力市場センター(Sähkömarkkinakeskus)として設立
された．エネルギー市場の監視，排出削減，エネルギー効率の向上，再生エネ

ルギー利用の促進を目的としている． 
12 このサービス名称はフィンランド語からの直訳である．当該サービスは，聞
き取り調査では"sustainable public procurement service"と呼ばれていたが，雇用経
済省のイノベーション政策資料 Inspiring Innovation: Meeting the Necessity for 
Renewal (2014)では"helpdesk"と呼ばれている． 
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て，それらの公共調達について，入札の企画・計画，市場対話(market dialogue)13

やコミュニケーション，また技術に関するアドバイスとコンサルティングを提

供している．予算は雇用経済省から出されていて，これらのサービスは無料で

提供されている． 

	 既に述べた Tekesのケースと同様に，入札以降に関与することはなく，計画フ

ェーズへのアドバイスやコンサルティングに注力している．ただ Tekesとは異な

り，補助金を交付することはなく，あくまでコンサルティングなどのサービス

提供，ベストプラクティスの広報，ネットワーキングなどのサービス供与に特

化している．そのため，資金供与を行う Tekesの公共調達関連プロジェクトとの

連携を強化させようと協議を重ねているところである． 

 

3.2 非営利組織 

	 非営利組織の媒介的組織が，フィンランドを含む北欧諸国には分厚く存在す

るということは，いわゆるサードセクターに関する先行研究も示唆しているこ

とである(e.g., Evers et al., 2004; Harju, 2006; Pestoff, 1998; Pestoff et al, 2012)．徳丸

(2016)における事例研究でも，典型的な非営利組織である業界団体が PPI政策で

果たす枢要な役割を具体的に明らかにした．以下では，非営利組織の媒介的組

織も分厚く存在していることを示唆するため，重要だと思われる 2 つの類型の

非営利組織を例証としてみてみたい．(1)はフィンランドで数多くみられる，地

方自治体が所有する地域開発組織の代表例であり，(2)は大きな影響力を持つ地

方自治体の連合組織である． 

 

(1) Forum Virium14 

	 Forum Virium（以下 Forum）は，ヘルシンキ市と複数企業が出資する，社員

24名の非営利組織である．デジタル技術を用いた新しいサービス(digital service)

を開発することと，それにかかわる企業のネットワーキング，市当局内部のネ

ットワーキング，ビジョンの構築，および実証実験の運営が主要な業務である．

その開発の際にユーザ主導型アプローチをとることが基本原則とされている．

                                                
13 「市場対話」とは，入札ないし契約の前に公共調達主と供給者である民間企
業とが，財・サービスの内容や供給方法，条件などについてオープンな対話を

行うことを意味する． 
14 本項は，2011年 9月 7日の聞き取り調査（Mr. Jarmo Eskelinen），2014年 11
月 24日の聞き取り調査（Ms. Veera Mustonen），および，入手した資料に基づく． 
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つまり，当該サービスを実際に用いるユーザの関与を必ず得て開発を行うとい

うことである．Forum のビジョンは「2020 年にヘルシンキを欧州のデジタルサ

ービス首都(capital of digital services)にすること」である．ヘルシンキ首都圏は

100万人の人口を擁するので，コンセプトをスケールアップして実証するには十

分な人口規模だと考えている． 

	 フィンランドの公共サービスはほぼ公共部門によって担われるが，高齢化が

進むと現行のモデルを維持することが困難であり，効率化が必須だとヘルシン

キ市は考え，そのために官民パートナーシップを盛んに導入している．Forumへ

の積極的な関与はその一環である．具体的には，Forum がプロジェクトのプロ

ポーザルを出し，市が資金を出す．Forum は参画企業を組織し，プロジェクト

を実施する． 

	 ヘルシンキ市内で実施されたプロジェクト事例を見てみよう．Healthy 

Boroughプロジェクトは，市民の健康維持目的にデジタル技術を有効活用する方

途を創出するプロジェクトであった．運営はヘルシンキ市健康センターで，民

間企業，NGO が参画した．メンバーには有力な ICT 企業が複数含まれている．

Forum はデジタルサービスを開発することと，参画企業を組織することに責任

を負っている．参画企業にとっては，そこで新たなデジタルサービス製品を開

発・実験することができるという利点がある．また市は，市民が積極的・自発

的に自身の健康を維持できる仕組みを作りたいと考えており，このプロジェク

トはそのためのテストベットとして有益であった．その成果の例が，電子化さ

れた個人の健康情報にアクセスする手段である「電子健康カード」や，その情

報に基づいて予防医学的なアドバイスを受けられる地域拠点である「ヘルスス

タンド」という仕組みであった． 

 Forumはすべてのパートナー（企業および公共機関）を年 1回は訪ねて，複数

の組織が共有しているテーマを発見するように努めている．そうして Forum の

側からプロジェクトを提起する場合もあるし，また市や企業からプロジェクト

を提案される場合もある．いずれにしても，単一企業のみがかかわるようなテ

ーマのプロジェクトは避けるようにしている．民間企業からの転職者が多いこ

とが，市当局とは異なる視点・方法を持つ上で重要だと認識されている． 

 

(2) Kuntaliitto/ FCG15 

                                                
15 この項での記述は，2016年 6月 7日の聞き取り調査（Ms. Terttu Pakarinen），
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	 フィンランド地方自治体協会 Kuntaliitto（以下「協会」）は，それまでに存在

した複数の地方自治体連合組織が統合して，1993 年に設立された．協会のミッ

ションは，中央政府への圧力や交渉，協力を通じて，地方自治体の利害を代表

することである．協会自体は非営利組織であるから会費を取ることしかできず，

自治体向けのコンサルティングやトレーニングなどの有料サービスを販売する

ことはできない．そのために誕生したのが協会傘下のコンサルティング企業

FCG (Finnish Consulting Group)であり，Kuntaliitto Holding Oyという持ち株会社が

100%所有している．協会の予算は，自治体からの会費と FCGの利益によって賄

われている． 

	 協会が公共調達に関する業務を行うようになったのは，EUの公共調達指令が

出されたためである．EU指令では競争入札が原則とされるようになり，自治体

の公共調達についても法を遵守することが求められるようになった．そのため

協会は，法的アドバイス，および小規模の調達に関するアドバイスを無料で行

うようになったのである．他方，大規模の調達のコンサルティングや，複数自

治体による共同調達のコンサルティングは FCGが有償で行う．例えば病院向け

食事サービスの公共調達の場合，キッチンや病院全体まで変えなくてはならな

いケースが存在した．既にある財・サービスの調達を超えており，財・サービ

スの開発までを含んでいるので，まさに PPI に該当するといえるが，こうした

ケースの場合，FCG は単に調達方法をコンサルティングするのではなく，交渉

や経済性計算など，プロセス全体を対象にコンサルティングを行っている． 

	 FCG が行ったコンサルティングの例として，中部フィンランド病院地区

(Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri)で，複数の病院が共同で実施したサービス調達の

事例をみてみよう．FCGは 3-4年間の枠組合意で調達を実施することを提案し，

サービスの新規開発・改善の余地を残した．FCG は，ここで必要となる，企業

と自治体との対話・交渉をコーディネートし，必要な企業・組織とのネットワ

ーキングを行った．当事者はリスクを回避したり，契約方法を知らなかったり

するため，このようにイノベーションの余地を残さないのが通常であるが，FCG

の関与によってイノベーションの導入が可能になったとされている． 

	 最近協会は Uskalla Kokeilla（英語名 Courage to experiment）というプログラム

を実施している．プログラムの目標は，(1)地方自治体が主導する実験を促進す

ること，(2)自治体間での相互学習，共同開発を促進すること，(3)それらの実験

                                                                                                                                          
および入手した資料に依拠している． 
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成果を広報することとされている．その結果，(1)自治体の効率性を向上させ，

(2)自治体を社会イノベーションの担い手として認知させ，(3)自治体の業務をこ

れまで以上に拡張させることで地域の健康・幸福を向上させることを狙うもの

である．活動の中心は自治体，企業，政治家，政府，専門家のネットワーキン

グである．実験を促進する領域として挙げられているのは，(1)雇用，(2)子供と

家族，(3)インフォーマルケアと高齢者，(4)デジタル化した自治体，(5)その他

（例：高等学校教育，ベーシックインカム）である． 

	  

3.3 民間企業 

	 公的機関への供給業者となる民間企業は多数存在するであろうが，民間企業

が媒介的組織として機能するケースは，コンサルティング企業などの場合に限

定されていると推察される．ここでは，公的機関にコンサルティングサービス

を提供する企業の事例をみておこう． 

 

(1) Owal Group 

	 公的機関と非営利組織に対してコンサルティングを行う Owal Groupは，2013

年に設立された企業である．主に官庁や大都市向けに評価や研究の業務を行っ

ているが，公共調達関連の業務は優先事項の一つである．その興味深い例は，

Tekesの PPI政策関連のプログラムに「アクティベーター」のサービスを提供す

ることである．Tekesはすべてのプログラムについて，アクティベーターのサー

ビスを民間企業から調達している．Owal Group は，PPI 政策関連のプログラム

にアクティベーターとして参画した．具体的には例えば，PPIについてもよく知

っておらず，Tekesへの応募にも慣れていない地方自治体が，公共調達の計画を

含む応募書類を作成するのをサポートするのが，アクティベーターとしての

Owal Groupの役割である．Tekesのアクティベーターになることは，その「看板」

があるために，省庁と交渉する機会をもつことができ，政策展開に関する重要

な情報を入手できるので，会社にとっても重要である．また，Tekes や Motiva

が重視している領域（例：clean shipping, energy solution）について，民間企業と

公的機関が一同に会するワークショップをしばしば開催し，ネットワーキング

を促している． 

	 Owal Groupは Tekesの PPI政策関連のプログラムについてもコンサルティン

グを行っているが，PPIを実際に行う公的機関に対してもコンサルティングを実
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施している．例えば，自宅に居住する高齢者向けにサービス（例：食事宅配，

定期健診など）を提供する福祉センターを建設するタンペレ市は，Owal Group

をコンサルタントとして雇った．市が提供するサービスと，130の民間企業とサ

ードセクターが提供するサービスを統合的に配置した施設となり，1カ所で効率

的にサービスが提供されるようになった．同社は市当局向け，サービス供給業

者向け，サードセクター向け，また全員向けのワークショップを数多く運営し

た．これは単なる既存のサービスの調達ではなく，協働と開発を多分に含む PPI

の典型的な事例であるといえる． 

 

3.4 まとめ 

	 以上の事例をまとめたのが表 3 である．表側の上側は提供するサービスをお

よそ時系列順に表したものであり，下側は各組織のサービスの対象を表す．○

印は，当該組織が表側項目に該当することを示している．一見して分かるよう

に，地方自治体協会／FCG のケースを除いては，包括的にサービスを提供する

組織は存在しない16．例えば SykeとMotivaは，環境指向の革新的調達を促そう

としている点では共通しているものの，Syke はより「川上」側のサービスを提

供し，Motiva はより「川下」側のサービスを提供しているという意味で，棲み

分けがなされている．また，いずれの組織でも，これまでの業務の自然な延長

上に PPI 政策関連の業務がアドオンされるという構図になっている．こうした

ことから考えると，ある特定の領域（例：環境，運輸，建設，保健），サービス

領域（「川上」か「川下」か），地域（例：Forum Viriumにとってのヘルシンキ）

のそれぞれに特化した，多様な目的・法的形態を持つ媒介的組織が分厚く層を

なして集積しているのが，フィンランドにおける PPI の組織的特徴なのではな

いかと推察される17．そうだとすると，上のような意味で特化した，複数の異質

な媒介的組織が，単一の PPIプロジェクトに関与するという，徳丸(2016)の事例

研究が示した特徴は，一般的に見られると考えられるだろう． 

 

                                                
16 細かく見れば，地方自治体協会と FCGとではサービス提供内容が異なること
は，本文中で述べた通りである． 
17 フィンランドでは，SykeやMotivaのように，特定領域（例：運輸，建設，保
健）に特化した公的機関は数多く存在するし，またフィンランドでは，Forum 
Viriumがそうであるように，地方自治体が地域開発組織(Regional development 
agency)を保有する例は多くみられる． 
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表 3	 各組織のまとめ 

 公的機関 非営利組織 企業 

Tekes Hansel Syke Motiva Forum KL/FCG Owal 

補助金交付・融資 ○       
アイデア創出のための

ネットワーキング 
○  ○ ○ ○ ○ ○ 

革新的な公共調達企画

への助言 
○  ○ ○ ○ ○ ○ 

交渉・入札への助言  ○  ○  ○ ○ 
契約への法的助言  ○    ○ ○ 
共同調達のための 

ネットワーキング 
     ○  

中央政府機関向け ○ ○ ○ ○   ○ 
地方自治体向け ○  ○ ○ ﾍﾙｼﾝｷのみ ○ ○ 

（注）Forum Viriumは"Forum"，Kuntaliittoは KLとそれぞれ略 

（出所）著者作成 

 

4. 媒介的組織の人材的背景 

	 第 3 節の分析から，フィンランドでは，買い手である公的機関と売り手であ

る民間企業と政策主体との間を媒介する機能的な媒介的組織が，法的形態や目

的，特化領域の違いにかかわらず分厚く存在することが示唆された．またそれ

らの組織はただ単に公的機関と民間企業を結節するだけに止まらない，触媒作

用と呼ぶにふさわしい，より積極的な役割を果たしていることを指摘した． 

	 ところで，著者がこれまでに実施してきた，媒介的組織に対する聞き取り調

査では，多様なバックグラウンドの人材が集まっていることの重要性や（Forum 

Virium Helsinki: 2011年 9月 7日），民間企業から Tekesや Sitra（フィンランド国

立研究開発基金）などの公的機関に移動する人材が多く，彼らがイノベーショ

ン政策のキーパーソンであるとの見解（Ministry of Employment and the Economy: 

2011年 3月 14日）が繰り返し指摘されていた．これらの指摘は，セクターをま

たがる人材の移動が触媒作用にとって枢要であることを示唆するが，その実態

はこれまで把握されていない．そこで本節では，触媒作用の枢要な一背景だと

考えられる，第 3節で検討した諸組織への人材移動の実態を明らかにしたい． 



北ヨーロッパ学会 2016/10/29 （京都府立大学） 

 20 

	 分析に用いる個人職歴データは，ビジネスに特化したソーシャル・ネットワ

ーク・サービス(SNS)である LinkedInから取得した．具体的には，各々の組織に

現在勤務している登録者全員の個人職歴情報を整理・分析した．このデータソ

ースには次のような欠陥があり得る．第 1に，SNSへの登録は任意であるから，

当該組織に勤務する人材が完全にカバーされているとは考えにくい．また第 2

に，個人が入力する職歴データには誤りや欠落があり得る．しかし，以下のよ

うな理由から，一定の留保のもとに分析に用いることは許容されると考える．

第 1 の欠陥については，転職向けのアピールにも用いられるという LinkedIn の

性格上，本節で焦点を当てたい転職指向が高い人材は，組織定着指向が高い人

材に比べると高い割合でカバーされていると考えられる．したがって，他組織

での職歴がある者の比率が高くなるというバイアスに留意する必要がある．し

かし，構成員数が約 400名であることが公表されている Tekesでは（同ウェブペ

ージ），その 80%弱にあたる 317名が LinkedInに登録しており，うち 288名につ

いて職歴情報を確認することが出来た．同様に公表されている構成員が 75名で

ある Hanselでも，その 84%にあたる 63名が LinkedInに登録し，そのうちの 56

名の職歴を確認できている．これらのことから，LinkedIn による人材のカバー

率は十分に高いと考えてよいだろう．第 2 の欠陥については，本節の趣旨は以

下のように，「民間企業」「公的機関」「非営利組織」「研究機関」での職務経験

の有無を明らかにすることにあり，職歴を詳細に分析することを目的としてい

ないから，それほど問題にはならないと考えている．また，転職指向がある登

録者には，職歴を正確に漏らさず記入する誘因がはたらくとも考えられるから，

誤記入や欠落の問題はある程度補正されていると期待される． 

	 表 4 は，第 3 節で扱った機関を含む 5 つについて，それぞれの構成員の職歴

情報を整理して示したものである．上から 3 つの機関は政府系組織，残り 2 つ

の機関は非営利組織である．まず，いずれの組織でも，およそ 50-65%の高い割

合で民間企業経験者が在籍していることが目を引く．民間企業間での転職は，

日本を含むどの社会でもありふれた現象だが，民間企業から政府系組織，非営

利組織への転職者の割合が高いことは，少なくとも日本と比べた場合の顕著な

特徴であると考えられる18．民間企業での職務内容は，技術開発・製品開発の技

                                                
18 雇用経済省での聞き取り調査では，民間企業から公的機関への転職について，
官庁への転職は少ないものの，Tekesや Sitraへの転職は，両組織への名声の高
さゆえに非常に多いとされていた（2011年 3月 14日）．転職の一例を挙げると，
国立研究開発基金Sitraで著者が聞き取りを行ったOssi Kuittinen氏は元々IBMに
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術系の職務と，マーケティングや経営企画といったマネジメント系の職務とに

大別されるが，法務担当者や財務担当者も少ないながら含まれている．逆に，

当該組織でしか職務経験がない人の割合は，就業して間もない構成員がここに

含まれていることを割り引く必要はあるものの，いずれの組織でも半数を割っ

ている． 

 

表 4	 構成員のこれまでの職歴（上段：人数／下段：比率(%)） 

 民間企業	 公的機関	 
非営利	 

組織	 
研究機関	 

官民両方

とも経験	 

当該組織

のみ経験	 
合計	 

Tekes 
140 82 35 51 44 96 288 

48.6 28.5 12.2 17.7 15.3 33.3 

Motiva 
27 9 9 7 6 13 50 

54.0 18.0 18.0 14.0 12.0 26.0 

Hansel 
37 19 6 4 11 9 56 

66.1 33.9 10.7 7.1 19.6 16.1 

Forum 

Virium 

22 11 5 9 7 6 34 

64.7 32.4 14.7 26.5 20.6 17.6 

Rakli 
10 2 3 1 1 3 15 

66.7 13.3 20.0 6.7 6.7 20.0 

（注）LinkedInで確認できた者のみを含む 

（出所）LinkedInの個人職歴情報より著者作成 

 

	 公的機関での職務経験者が，中央政府の購買機関である Hanselで高い(33.9%)

のは自然なことであろう．しかし，政府系組織であるMotivaでその割合が低い

(18.0%)ことは目を引く．その一因として，省エネルギー・省資源の専門的知見

を持った構成員を揃える必要性があるためだと推察される．また，各部門で職

務経験を持った構成員の比率から考えて，最もバランスよく人材を集めている

のは Forum Viriumである．特に，研究機関での研究職経験者の多さが顕著であ

るし，官民両方で職務経験を有する者の比率も最も高い．同組織が自らの強み

を「マッチメイキングのスキル」にあると見ており，その背景として「様々な

                                                                                                                                          
勤務していたが，ITの利益を社会が享受できるようになるためには社会を変え
る必要があると考えるようになり，Sitraに転職したと述べた（2011年 3月 8日）． 
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コンピテンスの持ち主が集まっていること」を挙げていたことと整合的である

（著者による Jarmo Eskelinen氏（当時の CEO）への聞き取り調査：2011年 9月

7日）． 

	 部門を超えて転職する人材が存在することは，これまでの聞き取り調査から

断片的には知られており，彼らがキー人材であることもしばしば強調されてい

たが，以上の分析より，フィンランドではこうした人材が分厚く層をなして存

在することが，一般的に確認された．このことの意味については，第 5 節で検

討する． 

 

5. 考察とむすび 

	 以上より第 1 に，PPI 政策で枢要な役割を果たすと考えられる媒介的組織は，

フィンランドにおいては，公的機関はむろん非営利組織にもまたがって，多様

な目的を持った組織が有機的な連関を持ちつつ，分厚く存在することが示唆さ

れた．その上で，それら組織の役割は，単に媒介というよりも，より積極的な

触媒作用をもたらすものであることが確認された．以上の結論は限定された事

例からの推論に基づくものではあるが，もしこの結論が正しいとするならば，

他の条件を一定とするならば，フィンランドは PPI 政策のみならず，公的部門

によるイノベーションの創出にとって有利な組織的環境を有していると考えら

れる． 

	 元々は別の目的を持った様々な組織が，PPI政策の実効的な媒介的組織として

存在するようになったのはなぜだろうか．公式な組織間協議はもちろんのこと，

それ以上に非公式な組織間協議が頻繁に，様々な組合せで行われているという

ことは，今回取り上げた機関に限らず，聞き取り調査を行った多くの機関で繰

り返し指摘されていた．そこでは，そもそもどのような公共調達であれば革新

的な調達と呼べるのか，というような根本的な問題から，組織間協力，役割分

担の調整，新規プロジェクトの立案，各組織に関する情報の共有までがなされ

るとされていた．こうした中で「PPIの専門家」というカテゴリーの人材が各組

織に生まれ，彼らの間には緊密なネットワークが形成されるに至っているとい

う．この実態については別途本格的な研究が必要であるので推測の域を出ない

が，このように組織間で緊密なコーディネーションが行われていることが，こ

れらの組織を実効的な媒介的組織たらしめる一因であると考えられる．もしこ

の考察が正しいとするならば，本稿が分析した分厚い媒介的組織という事例は，
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フィンランドを含む北欧 3カ国が 1990年代以降，イノベーションを生み出す経

済へといかに自己刷新したかを分析した，Ornston(2012)による「創造的コーポラ

ティズム」(creative corporatism)の新たな展開であると見なすことが可能であろう． 

	 第 2 に，職歴データの分析により，これらの媒介的組織には，他部門の組織

での職務経験を持つ人材が多く所属していることが明らかになった．専門性を

持ちつつ複数の組織を，部門をまたがって移動するこうした人材が，ネットワ

ーキングやコンサルテーションでのキー人材であるということは，聞き取り調

査でもしばしば聞かれたことである．事実，複数の部門の組織と行動について

理解している人が媒介的組織に所属していることによって，公的機関への働き

かけはより適切なものとなると考えられる．そうだとするとこの結論は，フィ

ンランドでは，PPI政策にとって枢要な触媒作用をもたらすキー人材が分厚い層

として存在し，彼らが適材適所で配置されている可能性を示唆している．部門

横断的な大量の人材移動が可能となっている理由については，今後詳細に研究

する必要があるが，福祉国家の諸制度がイノベーションを後押しするという側

面を強調し，「可能性拡張型福祉国家」(enabling welfare state)という概念を提起

した Kristensen and Lilja (2011)が強調するように，福祉システムが労働移動を後

押しするという側面は存在するだろう．  

	 今後の課題を述べて，本稿を閉じたい．第 1 に，媒介的組織の PPI プロジェ

クトへの関与の実態とそのインパクトについて，質問紙調査によって一般的に

明らかにすることである．この点は先行研究でも探求されていないが，フィン

ランドの PPI 政策の実施において媒介的組織がもつ重要性を考えると，是非と

も明らかにする必要があると考える．第 2 に，フィンランドにおける媒介的組

織の全体的な構図とその背景を明らかにすることである．とりわけ，組織間の

公式・非公式協議の実態と，そこでの人的ネットワークの実態に迫りつつ，PPI

の実施体制を明らかにしていくことが必要であろう．第 3 に，人材移動の実態

と意味について明らかにすることである．そもそも人材が移動する理由，とり

わけ民間企業から公的機関に移動する理由と，そのことが PPI でイノベーショ

ン創出に対して持つ意味を明らかにすることで，PPI政策にとっての人材移動の

意義を明確にすることができるだろう．またそもそも，部門間をまたがった人

材移動を容易にしている制度的な条件についても明らかにすることが重要だと

考える． 

	 その上で本稿では，福祉国家，コーポラティズムなどの北欧の制度的特質と
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関連づけて分析結果を考察することができなかった．Ornston(2012)以上にミクロ

的実態に即しつつ，フィンランド・北欧の制度的特質が上記のような組織的・

人材的特質に対して持つ意味を具体的に明らかにすることが，著者にとっての

今後の大きな課題である． 
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